
一 人 で 悩 ん で い ま せ ん か ？  

【子 育 ての 心 配や 悩み が ある と きの 主な 相 談･支援 機 関

相談名称 ･内容等 相談機関名（所在地）

◇  電 話 ・ 面 談 相 談  
◇  専 門 カウンセリング【 要 予 約 】 
 ・ 不 登 校 や 学 校 不 適 応 ， 子 ど も

の 養 育 ， 発 達 障 害 等 さ ま ざ ま

な 悩 み の 相 談  

◇  思 春 期 ・ ひ き こ も り 相 談  
 ・ 思 春 期 ・ 青 年 期 の ひ き こ も り

に 関 す る 専 門 相 談  

◇  育 成 相 談  
 ・ 学 業 不 振 や 不 登 校 ， し つ け ，

性 格 行 動 上 の 問 題 な ど の 悩 み

の 相 談 。  

◇  心 身 障 害 相 談  
 ・ 発 達 障 害 な ど 障 害 に 関 す る 相

談  

◇  非 行 相 談  
 ・ ぐ 犯 行 為 や 問 題 行 動 等 の 相 談  

◇  家 庭 児 童 相 談  
 ・養 育 に 関 す る 問 題 ･悩 み 等 の 相  

  談  

◇  母 子 ･父 子 自 立 支 援 相 談  
 ・子 育 て 相 談 ,生 活 相 談 ,就 労 相 談  

◇  電 話 ・ 面 談 相 談  

・ 心 身 の 発 達 の 遅 れ ， し つ け ，

不 登 校 ， 非 行 ， 虐 待 ， い じ め

等 さ ま ざ ま な 悩 み の 相 談  

◇  不 登 校 相 談 【 要 予 約 】  
 ・ 不 登 校 や 学 校 不 適 応 等 の 相 談  

◇  発 達 支 援 教 育 相 談【 要 予 約 】 
 ・ 障 害 及 び 発 達 の 遅 れ や 偏 り 等  

  の 相 談  

◇  不 登 校 相 談 ダ イ ヤ ル  
 ・ 不 登 校 等 の 相 談  

◇  教 育 相 談 ダ イ ヤ ル  
 ・ 学 業 や 進 路 な ど ， 子 ど も の 教

育 全 般 の 相 談  

◇  子 ど も の 相 談 ダ イ ヤ ル  
 ・ 友 達 や 家 族 等 の 悩 み 相 談  

◇  発 達 支 援 教 育 相 談 ダ イ ヤ ル  
 ・ 障 害 及 び 発 達 の 遅 れ や 偏 り 等  

  の 相 談  

◇  24 時 間 子 供 SOS ダ イ ヤ ル  
 ・ い じ め や 子 供 の Ｓ Ｏ Ｓ の 相 談  

悩みを抱える
方々とのつな
がりを大切にし
たい  

子 育 ての 心 配や 悩み が ある と きの 主な 相 談･支援 機 関

相談機関名（所在地） 電話番号等 

北 部 教 育 事 務 所  

（ 大 崎 市 古 川 旭  

 ４ － １ － １ ）  

0229-91-0738 

（ 内 線 584）  

北 部 保 健 福 祉 事 務 所  

母 子 ・ 障 害 第 二 班  

（ 大 崎 市 古 川 旭  

 ４ － １ － １ ）  

0229-87-8011 

北 部 児 童 相 談 所  

（ 大 崎 市 古 川 駅 南  

 ２ － ４ － ３ ）  

0229-22-0030 

 

大 崎 市 子 育 て 支 援 課  

子 ど も 家 庭 相 談 係  

（ 大 崎 市 古 川 七 日 町

１ － １ ）  

 

0229-23-6045 

 

＊ 電 話 相 談 の 場 合  

0229-23-6048 

大 崎 市 青 少 年 ｾﾝﾀｰ 

（ 大 崎 市 古 川 北 町  

 ５ － ５ － ２ ）  

中 央 公 民 館 １ 階  

0229-24-3741 

 

 

県 総 合 教 育 セ ン タ ー  

（ 名 取 市 美 田 園  

 ２ － １ － ４ ）  

 

 

022-784-3567 

022-784-3563 

022-784-3567 

022-784-3568 

022-784-3569 

022-784-3565 

0120-0-78310
な や み い お う

 

子 育 ての 心 配や 悩み が ある と きの 主な 相 談･支援 機 関 】  

相談日時 

 

◇  月 ～ 金 曜 日  

（ 木 を 除 く ）  

 ＜ 9:00～ 16:00＞  

 ※ 専 門 ｶ ｳ ﾝ ｾ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ は ，  

  月 ,水 曜 日 の み 。  

 

6/19 ， 7/31 ， ８ /28 ，

9/19，10/16，11/13，

12/18，1/15，2/19，

3/5 

＜ 13:00～ 16:00＞  

 

月 ～ 金 曜 日  

＜ 8:30～ 17:15＞  

 

＊ 虐 待 等 の 緊 急 相 談 は ,

夜 間 ･休 日 も 対 応  

 

 

月 ～ 金 曜 日  

＜ 9:00～ 16:00＞  

 
月 ～ 金 曜 日  

＜ 9:00～ 17:00＞  

 

月 ～ 金 曜 日  

＜ 10:00～ 16:00＞  

 

 

月 ～ 金 曜 日  

＜ 9:00～ 16:00＞  

 

 

 

 24 時 間 い つ で も OK 


